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（
財
政
金
融
委
員
会
）

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
遅
滞
な
き
資
産
凍
結
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が

み
、
外
国
為
替
取
引
等
に
係
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
金
融
機
関
等
に
対
し

顧
客
等
の
本
人
確
認
を
義
務
付
け
る
等
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
金
融
機
関
等
の
本
人
確
認
義
務
等

１

金
融
機
関
等
が
顧
客
等
と
の
間
で
次
の
取
引
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証
の
提
示
を
受

け
る
等
の
方
法
に
よ
り
本
人
特
定
事
項
（
自
然
人
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
生
年
月
日
、
法
人
に
あ
っ
て

は
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①

銀
行
等
が

本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
一
定
金
額
以
上
の
支
払
等
の
為
替
取
引

以
下

特
定
為
替
取
引

と
い
う

、

（

「

」

。
）

を
行
う
場
合

②

銀
行
等

信
託
会
社

証
券
会
社
及
び
金
融
先
物
取
引
業
者
が

資
本
取
引
に
係
る
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
行
為

以

、

、

、

（

下
「
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
」
と
い
う

）
を
行
う
場
合

。
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③

郵
政
官
署
が
、
郵
便
為
替
業
務
又
は
郵
便
振
替
業
務
に
お
い
て
特
定
為
替
取
引
を
行
う
場
合
及
び
郵
便
貯
金
業
務
、

郵
便
振
替
業
務
等
に
お
い
て
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
を
行
う
場
合

④

両
替
業
務
を
行
う
者
が
両
替
を
行
う
場
合

２

金
融
機
関
等
が
本
人
確
認
を
す
る
場
合
に
は
、
顧
客
本
人
の
ほ
か
、
会
社
の
代
表
者
等
現
に
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い

る
者
に
つ
い
て
も
、
本
人
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

顧
客
等
は
、
金
融
機
関
等
が
本
人
確
認
を
行
う
場
合
、
本
人
特
定
事
項
を
偽
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

金
融
機
関
等
は
、
顧
客
等
が
本
人
確
認
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
そ
の
顧
客
等
と
の
取
引
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

５

金
融
機
関
等
は
、
本
人
確
認
記
録
を
作
成
し
、
顧
客
等
と
の
特
定
為
替
取
引
の
終
了
時
等
か
ら
七
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
、
関
係
行
政
機
関
の
協
力

資
産
凍
結
等
の
対
象
と
な
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
を
迅
速
か
つ
適
切
に
指
定
す
る
た
め
の
関
係
省
庁
に
よ
る
情
報
提
供
等
の
根

拠
と
な
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
そ
の
他
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１

所
要
の
罰
則
の
整
備
を
行
う
。

２

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
二
の
改
正
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


